
別紙１ 

 

発がん性試験の対象物質の選定から行政対応までのフロー図 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

安衛法第５７条の５に基づく国による発がん性試験の実施 

（2週間試験、13週間試験、104週間試験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

（注）平成 25年度試験開始物質より、上記の流れを一部変更している。 

 

 

学識経験者による試験結果の評価（有害性評価小検討会） 

（おそれのある場合） 

リスク評価の対象物質とすることの

「企画検討会」への提案の検討 

法第２８条第３項第２号の判断

（「がんを労働者に生ずるおそれの

あるもの」であることの判断） 

（おそれのない場合） 

指針作成の必要なし 

（おそれのある場合） 

指針作成 

企画検討会に提案 

労働者の健康障害を防止するための指針案の作成 

（化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会） 

関係者による発がん性試験の候補物質の選定（企画検討会） 

フィージビリティテストの実施 

 

学識経験者による試験対象物質の選定（有害性評価小検討会） 

 


